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 総務省政治資金適正化委員会事務局   

 

政治資金監査に関する集合研修の開催（令和８年３月）について（周知） 

 

 政治資金監査制度の運用に当たりましては、平素よりご理解とご協力を賜り、誠にありがとう

ございます。 

 さて、当委員会では、政治資金規正法第 19 条の 27 第１項の規定により、登録政治資金監査人

として必要な専門的知識を習得するための研修（登録時研修）のほか、登録政治資金監査人に係

る実務能力の向上と基礎知識の定着を目的として、登録時研修を修了した方を対象に、政治資金

監査実務に関するフォローアップ研修（再受講研修・実務向上研修）を実施しています。 

 今後、大阪（令和８年３月 19 日）及び東京（令和８年３月 25 日）で集合研修を開催する予定

ですのでお知らせいたします（申込期限等の詳細につきましては、別添をご参照ください。）。 

登録時研修は、これを修了しなければ政治資金監査を行うことができないこととされています

ので、まだ修了されていない方におかれましては、是非ご受講くださいますようお願いします。 

また、フォローアップ研修のうち特に実務向上研修は、これまでの政治資金監査で見られた誤

りの事例を踏まえ作成した演習問題を通じて、政治資金監査の実施や政治資金監査報告書の作成

に関し、生じやすい誤りの事例や留意すべき点について重点的に解説を行うなど、実際の政治資

金監査を適確に実施していただく上で役立つ内容となっていますので、今年度、受講されていな

い方におかれましては、是非ご検討くださいますようお願いします。 

 令和７年度の研修では、改正政治資金規正法に係る説明を 15分程度行っていますので、詳細は、

添付の「令和７年度 研修における改正政治資金規正法に係る説明の追加について」をご参照くだ

さい。   

また、あらかじめお送りいただいたご質問等にお答えすることができますので、この機会を積

極的にご活用ください。 

なお、本研修は、日本公認会計士協会が会員に対して義務づけている CPD（継続的専門能力開

発）の集合研修の科目の一つとして、また、日本税理士会連合会が後援する研修の一つとして、

それぞれ認められていますことを申し添えます。 
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